
令和５年５月３０日(火)
和光市駅北口地区高度利用化推進室

　資料４　



本日の

市が示した基本戦略の一つである
「和光市駅周辺の魅力の向上」における

本地区の今後のまちづくりに係る

・　本地区の都市計画の考え方

・　今後の都市計画に関するスケジュール

について、ご説明させて頂くものです。



２．事業スケジュール案
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３．街区再編の検討について
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再開発敷地

街区再編前 街区再編後（案）

前回ご説明した内容



４．再開発ビルの概要（案）

※検討段階の案であり、決定したものではございません。協議により変更となる可能性があります。

低層階
商業施設などの
賑わい施設

高層階
住宅

和光市駅

２０１９年検討パートナーから再開発検討会へ提案したイメージ

前回ご説明した内容



本日の

令和２年度に策定された
市の総合的な指針を示す

『第五次 和光市総合振興計画』
の一部抜粋

本地区の整備により、
道路網と鉄道網を結ぶ

「ハブ機能を有するバスターミナル」
の駅前広場への導入、

駅直結型高層ビルの実現
を目指します

基本戦略の一つである
「和光市駅周辺の魅力の向上」に
本地区は位置づけられている



本日の

１）　市街地再開発事業 【新規】

２）　高度利用地区 【新規】

３）　高度地区 【変更】

４）　準防火地域及び防火地域 【変更】

５）　道路 【変更】

６）　地区計画 【変更】

■ 都市計画決定・変更の内容

市街地再開発事業のため
街区再編を実施



本日の

6） 地区計画の変更

１）　市街地再開発事業 【新規】

２）　高度利用地区 【新規】

３）　高度地区 【変更】

４）　準防火地域及び防火地域 【変更】

５）　道路 【変更】

６）　地区計画 【変更】

■ 都市計画決定・変更の内容

5） 道路（駅前広場・北口駅前線）
　　の位置の変更

1)　第一種市街地再開発事業の新規決定     
2)　高度利用地区の新規決定            
3）　高度地区の変更

4） 防火地域の変更
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第４４回土地区画整理審議会

都市計画変更の原案の作成

都市計画変更の原案の
公告・説明会・縦覧

（３週間／令和５年６月～７月予定）

都市計画変更の案の作成

和光市都市計画審議会

都市計画変更 決定告示
（令和６年３月予定）

都市計画変更の案の
公告・説明会・縦覧

（2週間／令和５年9月予定）

本日内容

都市計画法第１６条
和光市まちづくり条例第１２条

都市計画法第１７条

意
見
書
の
提
出

意
見
書
の
提
出


